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地域医療再生臨時特例交付金の運営について 

 

 

 標記交付金の運営については、「地域医療再生臨時特例交付金の運営について」（平成

２２年１２月９日医政発１２０９第６号）本職通知の別紙「地域医療再生管理運営要領」によ

り行われているところであるが、今般、管理運営要領の一部が別添新旧対照表のとおり改

正され、平成２３年４月１日から適用することとされたので通知する。 

 

 なお、管内関係者に対しては、貴職から周知されるようご配慮願いたい。 

MTDKF
写














































